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児童福祉法改定、障害者自立支援法見直し、発達障害者支援法見直しに関する基本的意見  

（一部抜粋）  

児童福祉法改定、および、障害者自立支援法の見直しについて  

4．障害児（者）への支援において、キャリーオーバーした状態（児童期に発生した病気  

や障害が成人期に持ち越されていく状態）への医療的支援に小児神経科医がかかわらざる  

を得ない状況があり、実際に多く㈹中経科医がこのような状態への医療的支援を強く  

杓っている。児童福祉法改定、障害者自立支援法見直しにおいても、この点についての柔   

軟な配慮が必要である。この意味からも、また児者を通じての支援体制があることによっ   

て療育の質が維持され施設による多様な障害児支援活動が可能になっているという現状   

からも、重症心身障害児施設の児者一員体制の維持など、児童期から成人期にかけての継  

続性のある適切な支援体制が維持できるような柔軟な枠組みが必要である。（補足説明・意  

見2 参照）  

5．在宅の超重症の障害児（者）が増加しており、在宅、適所、居住支援（ケアホーム、  

入所施設など）における医療的対応のニーズも著しく増加しつつある。．しかし、障害者自   

立支援法では、そのようなニーズにどのように対処していくのかという視点が欠落してお   

り、児童福祉法による施設においても超重症の障害児（者）の入所（とくに短期入所）受   

け入れを行うための経済的基盤は脆弱である。生活の場、福祉サービスの場における、医   



療的ケア（疾の吸ワトや経常栄廣注入などの医疲的な′t三括援助行為）の在り方について、 医   

療的ケアの担いfをどのようにするのか、看護師の配置を経済的にどのように保障してい   

くのかの検討、および、超重症児者の短期入所の条件整備など、切迫している問題への基   

本的検討と具体的対応が早急になされるべきである。（補足説明・意見3 参照）  

6．障′鼻音自立支援法においては、区け岬J▲村に多くが委ねられ過ぎている。公平性のある   

適切な支援という理念が生かされるためには、障害の種別によっては、児童相談所あるい  

は都道府県単位での広域的な責任の分担とコン  トロールが必要である。（たとえば屯症心  

身障害児者への支援、虐待による障害児への支援は、区市町村単位では適切になし得な   

い・n）  

補足説明・補足意見 2  

重症心身障害児者の療育・支援、とくに施設入所支援は、以下の理由から「児者一員」   

体制で行われることが必要である。   

1）重い運動障害と知的障害を合併し多くが日常的に医療も必要とし人生の初期から   

「最も弱い存在」である重症心身障害児者においては、必要とされる支援の量と質はきわ  

めて大きく深い。この支援の量と質は児畢期から成人期にな？ても減じたり靭で  

廷な 

る支援が必要とされる。したがって、重症心身障害児者への支援とくに入所施設での支援   

は、器械的に年齢で区切られるべきではなく、成人期になってもこの支援の量や質が保た   

れるよう、連続性・永続性のある支援であることが必要である。  

2）実際にも、児童期から入所している場合に成人期に他施設入所へ移行することは凶  

墜であり、また成人が多数の施設での児童期の入所受け入れ（短期、長期）も必要な場合  

が多い。したがって現実問題として、入所での児者共在の在り方が必然的である。（これ  

は成人期になっても「アーども扱い」とすることとは異なる。児者共在の施設にあっても成   

人期では「おとな」としての人格を尊重した支援の対応がなされている。）   



3）直症心身障害児者への児童期から成人期までの児者－一貫した療育体制と取り組みが   

あることにより、支援の質が医療面でも生活支援の面でも保たれている二（たとえば、f二j   

本重症心身障※学会、重症心身障害療育学会は、児童期と成人瓢こまたがった学会であ  

る。）  

1）児壷期から成人期までの 一貫した支援に従事できる体制があることにより、小児神   

経科医や他職種スタッフを施設が確保できている場合が多い。「児者分離」となった場合   

には、成人部門でのスタッフ確保が困難となり、重症心身障害児者への支援の質は人的な  

而からレ低下するr一指巨性が大きい。  

5）成人期になっても専門件のある医師の診療や専門スタッフの支援を受け、短期入所  

を含む施設ケアを継続的に受けられる体制があるということが、児童期の串症心身障害児   

の両親の将来への不安を和らげ、安定した家庭養育を支える基礎となる。． り・育て支援」   

の一環としての障害児養育支援という意味からも、「児者一員」体制の存続が必要である。   

6）多くの重症心身障害児者施設が「発達障害」児支援も含め、多様な障害児地域療育  

支援機能を担っている。これは、「児者一員」体制があることにより小児神経科医や他の   

専門スタッフの人材が重症心身障害児者施設に存在することによる。「児者分離」となっ   

た場合には、今後さらに発展が必要とされるこのような機能の維持が困難になる可能性が   

大きい。   

重症心身障害児者施設が「児者一貫」制であることの大きな問題点は、入所児者の固定   

化傾向による、新規の入所受け入れの困難化、狭小化である。これについては、   

①短期入所受け入れ拡大のための条件整備（受け入れ拡大を可能とする経済給付）  

②肢体不自由児施設での重症児入所枠促進のための条件整備（施設の位置付け、経済給  

什）  

③重症心身障害児者施設入所児者の宣麹塾生塾虹ヒや適正運用のためのシステム整備  

などの対策が必要である。  

高齢者年齢に達した重症心身障害児者施設入所者についても検討課題だが、これと「児   

者山貝」制の問題が短絡されて論じられるべきではない。   



補足説明・補足意見 3   

1）重症心身障害児者の中でとくに医療依存度が高い超重症児・準超重症児者の数は増   

加している。巌近の8府県における全数調査（杉本らによる小児科学会調査）の結果では、  

20歳未満の超重症・準超重症児の数は、  1000人対0．19～0．45人で、このデータからの計  

算で全国で20歳末満でも推計7350人（入院、入所、在宅合計で）  とされている。東京都  

の或る施設の外来の外来受診の在宅の超罷症準超重症児者は300人、他の施設でも150   

人に上る。超重症児準超重症児者の範疇に入らないケースでも、日常的に医療的ケアを要   

十る在宅の障害児者は多数である。ニのように、れ三宅、学校、適所やケアホームなどにお   

ける医療的ケアのニーズは著増している。  

2）特別支援学校においては  一定範囲の医療的ケア（経管栄養注入や疾の吸引）を教員  

が看護師と連携して行うことが認められ、在宅においてもヘルパー等が気管カニュー レ内   

など一定範囲内の吸引を行うことが、厚生労働省からの通達で認められた（2004～2005   

年）。  

しかし、その他の福祉や生活の場（適所など）でのケアの在り方は検討が必要であるに   

車）かかわらず進んでおらず、通達の基礎となった厚生労働省研究会の報告書で「今後、医   

わ為概念の再検討など、議論が深められる必要がある」とされながら基本的議論も進んで   

いない。学校でのケア、在宅でのケア、多くの問題を抱えている。障害者自立支援法の「重   

度包括支援」も「絵に描いた餅」の状態である。  

3）超重症児・準超重症児の在宅生活を支えるものとして短期入所が重要である。しか  

し、超重症児者の入所受け入れのための施設への経済的給付は必要経費に見合うものでは   

なく、これがポストNICUケースの施設での受け入れ困難の大きな要因であるが、さらに   

短期入所についてはリスクが大きいにかかわらず、受け入れる程、施設運営は困難化する。   

医療費（診療報酬）での小児入院医療管理料と障害者施設等入院基本料の差を見ればこの   

問題は歴然としている。 超重症児・準超重症児の入所受け入れの経済的基盤の整備、とく   

に短期入所についての経済的基盤を含む整備が必要である。  
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（注）1．平成 

2．上段一常勤、中段一非常勤、下段一束任（他施設との）である。  

3．備考の非は非常勤の略、兼は兼任の略である。  



参考資料（末光）N0．3  

「療養介護施設」への移行   

（重症心身障害）  

国立74機関中1ケ所  
（福岡病院106床）  

公・法人立119施設所中1ケ所  

（三重済生会・なでしこ（40床））   



厚生労働科学研究費補助金  

（障害保健福祉総合研究事業）  

津野班総括研究報告書  

分担研究者   

副院長  宮野前 健：国立病院機構南京都病院   

研究協力者   

大野 祥一：国立病院機構福岡病院 小児科医長  

他   



「療養介護施設」の人員基準  

医師   健康保険法に規定する基準以上  

看護職員   
療養介護の単位ごとに、常勤換算  

で利用者数を2で除した数以上  

従  生活支援員   
療養介護の単位ごとに、常勤換算  

事  

で利用者数を4で除した数以上  

利用者数60人以下：1人  

利用者数61人以上：1人に、利用者  

サービス管理責任者  数が60人を超えて40又は  

その端数を増すごとに1人  

を加えて得た数以上   

原則として管理業務に従事する者で医師（指定療養介護  
管理者  

事業所は病院のため）   

00   



利用者の状況と必要人員（患者120人）  

療養介護（Ⅰ）  療養介護（Ⅱ）  療養介護（Ⅲ）  

2：1   3：1   4：1  

857単位   591単位   476単位   

医師＊   28   28   28   

看護職員   60   60   60   

生活支援員   53   36   27   

サービス管理  

責任者   
3   3   3   

管理者   1   1   1   

＊医師数は、福岡病院における健康保険法に規定する基準の員数である。   



必要人員と現員数（患者120人）  

職   名   必要数   
現  員  

常勤換算   
過不足数  

現 員  

医師   28＊   35（6）   33．5   5．5   

看護職員   60   62   62   2．0   

生活支援員   53   33（1）   34．75   ▲18．3   

看護師  2   3  

療養介助員  24   24  

児童指導員  1   1  

保育士  4   4  

理学療法士  1   0．5  

作業療法士  1   0．5  

生活支援員  0   0  

事務員  2（1）   1．75  

サービス管理責任者   3   3   3   0．0   

医師  1   1  

児童指導員  2   2  

管理者   0．0   

＊医師の必要数28は福岡病院における健康保険法に規定する基準の員数である。  

※生活支援員19名の増員が必要  ※（）は非常勤の人数である。   



重症心身障害児（者）施設から療養介護事業所に移行して：問題点について  

三重県済ノ仁会 明不1り「郁完・なでしニ （療養介護事業所・重症心身障害児施設）  

1）障′害者∩キ支援法により、‖18年1〔）針に重症心身障害児（宵）施ぷぃ措置入所のうち、  

成人のうり人か療養7「議事業所（40床）の長期入所へ移行した＝ 児童牛齢の描牒入所児  

はそのまま重症心身障害児施設の定員を縮小＝り床）し、長期入所の契約に移行した二  

2）移付こ伴う変更二重症心身障害児施設の方がハード軋  ソr7卜血で重症心身障害児（者）  

の職員配置・‖昔∴日吉・療育・発達支ほ内容などの点で、条件が厳しい、従って、樟養  

介護事業所への移行は、むしろ建物・職員などは従来の重庵児施設の圭圭で可能であっ  

た＝ 唯∧一サービス管理責任者をおく必要があり、新たに2人げ）職員がサーゼス管理責  

任昔の資格を満たす研修を受けた「サーービス提供・サービス管上lビについては、ケアマネ  

ジメントの手法を用いて、個別支援計画に基づく合理的で評価できるものであるニ  

ニー）療養介護事業の問題点①：療養れ護事業所のハードの条件とLて、居室 り石室）＋多  

目的室1室のみの条件であり、／‡二活の場としての空間には不十分である一ノ 実際、筋ジ  

スと重症児病根がある病院の立皆の設計l対が、同封「郁完機構の雑誌「医療り1春日）号  

20∩7年10月」に発表されているが、二れには2階のフロアでGO床に対Lてぐ；×】2＝72  

tポ（病室2つ分）の小さいデイルーム1つがあるだけである′ ニれではほとんどの長  

期入所者を毎日21時間同じ病室内で過ごさせることになる与「l中活動をどのように行  

うのか1）墳養介護事業は日中活動を大切にする視点が欠けているのではないか？病  

院としての病室管理が中心になっているのか？という疑問が払拭できない。今後ハー  

ドが病院とほとんど同じでよいことにもなり、病院機能だけを保証するようになるこ  

とが懸念される。  

4）療養介護事業の問題点②：ソフト面の条件として、職員が看護師は病院機能として規  

定されているが、療育など発達支援の観点から重症心身障害児の特性（成人年齢まで  

も長い時間をかけてゆっくり発達してくる）を生かすための専門職員の規程がないた  

めに、単なる無資格の「生活支援員」でよいことになっている亡 二の点でも安1二がり  

の労働力では専門性が担保されず、利用者の本当に必要なニーズを満たすサ｝ビス提  

供が保証されなくなるのではないか？・・・なでしこでは重症心身障害児施設の条件  

をそのまま職種としてすべて満たすように施設単独の努力をLているため、40床以卜  

で単価設定が1人1日904単位と最高であっても、人件費率が72％以上となってしま  

っている。特に81床以上の大きい施設の報酬単価は857単位と45単位も低く設定さ  

れており、大規模施設での移行は人件費の余裕がなくなり、健全な経営ができなくな  

るかもしれない＝ 療養介護への移行を進めるのであれば、報酬単価を再考し、児童福  

祉施設としての専門性を担保するための専門職員の人件費を保証していただきたいこ  

幸細川単価を十分に配存するのであれば、療育などの重症心身障害児（者）の特性に対にす  

るための専門職員などの必要条件を入れることは、専門の医療福祉サービスの保障と  

して受け入れ可能であろう  

（文責：なでし二施設長：樋口和郎：rI20－G－1：∃）  
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、巨IJk2（）牛6JJlこうrl  

（節7【fil障害児支援の仙itl二しに関する検討会捉＝質料）  

叩J′1対人′、；ご二 見i本 1仁J′－  

障害児の社会的養護について   

障書〃の人所施設のあり方、行政の実施：i三体のありノナノ）検．㌻寸にあたり、l箪害児  

の社会的養護、措帯と契約、実施巨体についての意兄を提川させていただきます二  

「社会的養護」の基本的考え方   

、巨成】9隼11月19日、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会  

報苦吾「社会的養護体制の充実を図るためのノノ策について上がとりまとめら  

れ公表されました。虐待により社会的養護を必・要とするr一ビもが増加し、様々  

な対J芯が求められていることから、杜会的養護体制の拡充にl占＝ナた具体的方  

策について提案がなされ、必要な法政1仁もーfわれています 

この専門委貝会に先立ち、平成19年5月に「今後「】指すべき児童の社会  

的養護体制に関する構想検討会ヰ一間とりまとめ」が公表されており、その中  

で、（狭義の）社会的養護について、「虐待をはじめとする様々な理由により  

家庭において適切な養育を受けることのできないイ・ど車〕に対する里親や施設  

における養護の提供」と位置づけ、公的責任の卜で行われるべきものとして  

います。   

この報告書及び中間とりまとめは、障害児施設以外の児童養護施設等につ  

いて検討が行われたものですが、基本的な考えノノは障害児及び障害児施設に  

ついて弓〕同様と考えます。   

（参考）予どもの権利条約第20条1  

時的もしくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童白身の  

最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童  

は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する 

「社会的養護」の実態   

児童養護施設等における被虐待児の割合が増加する傾向がありますが、社  

会的養護の背景はすべてが虐待とは限らず、保護者の離婚や疾病等家庭の  

様々な事情があります。   

障害児施設においても、第7桓1検討会（平成20年6ノj16日）資料に示  

されているように、知的障害児施設では入所数の約3割が虐待による一方、  

家庭の養育能力や離婚等家庭の養育基盤の脆弱さによる入所理由が約4割を  

占めています。   

また、児童養護施設等に入所する／一どものうち、障害のあるr一どもの割合   



そ）脚ノ川していた十   

人Iリテ施設ゾ）純別に上り、11ずとl′一ど≠」び）1Jこ態像や人所理車＝け割r＝ま異ちり  

壬う‾が、家庭において通りJな養育を受けることができないJ7一ど≠）に養護を提  

供するという純ノー∴（からすれげ、社会的養護を障‘∴：リユと非障1i；リユという範鵬で  

分拷享う‾ることは合理的ではないと考え王す  

ニう 「措置」と「契約」について  

J′－ど圭）の社会的養護l甘題を制度の側面から障′j；：児入所施．没卜捏童養護施設  

等に分けるのではなく、社会的養．護を必■要とナるJ′一ども〝パ′′二場か「〕捉え直す  

必要があります 児童養．護施設等は虐待・養詩困難に 上る≠〕ゾ）、障′書児施設  

は暁子巨訓練が［＝内と捉えてし圭うと、児童養護施儲等に人所する場合は「措  

置」、l阻害児施設に入所する場合は「契約」という構lヌ】が描かれてし支います〕  

虐待も含めj′一ど≠）が′家庭で適切に養育されることがt木憫∈となった場合、す  

なわち、家庭からの分離が必要と判断された場合、公的Llf什で≠）／って養護を  

提供する必要があり、障害児施設におい■ても児童養護施設写と同様に、「措帯」  

とするのが妥、1うであると考えます 

また、障筈児についてのみ、虐待等の危機介人的な入所にl服定して「措置」  

とするのではなく、社会的養護の必要性という観点か［〕「措匿」を捉える必  

要があります。  

さらに、障害児人所施設の「措置」と「契約」の判断における自治体間の  

差を、醇に、虐待等の「等」の解釈の違いによるものと捉えるのではなく、  

障害児の社会的養護をス⊆本にどう考えるか、が重要です。障害者自立支援法  

の施行により障害児施設への入所は原則契約とされたことで、各自治体では  

障害児の社会的養護の解釈を限定せざるを得ない状況があったと思われます。  

したがって、自治体の、仁一j断某準に加え、障害児施設入所児童の背景の分析を  

行い、「措置」と「契約」の考え方を早急に見直すことが求められていると思  

います。  

なお、障害児入所施設を明確な訓練目的で一定期間利用する場合は、「契約」  

という利用形態は成り、1っと考えます。また、在所期間延長の対象となって  

いる障害者については、障害者施策との整合性を図る必安があると考えます。  

4 障害児施設の実施主体について  

上記の理由から、今後も、社会的養護が必要な入所児竜については、児童  

相談所が措置の要否を判断し、児童養護施設等への入所児壷と同様の対応（要  

保護児童としての対応）を行うことが必要と考えます。  

適所施設については、設置状況に地域差はありますが、保育所や児童デイ  

サービス、学校との連携というノたから市町村を実施主体とし、療育・訓練を  

施設利用のi三たる口約としていることから、利用形態を契約に移行すること  

は吋能と考えます。  

2   



【吉川ほ汗日射け賢料  

第 一種【′‡問症施．貴（医凍り甘）∴ついて〃）施．設側のコメント  

1 〝）ぞみ′7困（札幌車） 二i2J来  

2 鵬ヶ丘病杭（東京都）：1（）床  

こう あ十なろ′1iご：園（津直）：封∴匪  

J 松心園（枚ノノlい ′12床  

堤∴  

1 多職種を必要とするチーム医墟のために、第 一稚自Fl射11澗」度は維持して欲しい  

→医療保険び）点数にはJ叉映されない職樺があり、医療だけでは難しい  

2 「＝穿〕症をスヘクトラムとLてとらえ、 寺ナ助描′．与、千仁会的不適にイー勤のある児童を対象に  

Lて欲しい  

－→他げ）発達障‘Ⅰ享i二で幸Jい用‡なことが起きる‖J能回三がある  

こi L【J∈i川】談所がイJ二／⊃ている 用寺保護委託事業と連携Lたシステムを構築できないか？  

→被虐待県には発達障※児が含まれ、医療と‘家族機能の支援を必要とすることがある  

ヰ 入所手続き〃）簡素化を考えて欲Lい  

→契約■巨心、でよいのか乙？保護者の収入はこげ）まま考慮すべきか？  

5 10％自己負杓の軽減をお願いしたい  

→医塘賛助成との兼ね合いでどちらを選択するか‘7入所が褐数卜】1に及ぶことがある   




